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職場労使関係と労働組合運動
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１．

はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
　職場労使関係という課題を取りあげようとする意図は，「生産性交渉」がも

たらす労使交渉制度の変貌を現時点で明らかにしようということにある。同時

に， 職場を基礎に把握されたこの変貌（労使関係のｒ制度化」）を，労使関係制度

に位置づげられた労働組合の代表制機能を制約する影響として考察しようとす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ることである。このような考察において，労働者個人のｒ意見表示」の制度化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
あるいは労使関係の契約的性格への回帰で労働組合の代表制が制約されること

が明らかになる。また，それによっ て， 今目の資本主義の杜会国家の危機脱出

の方法として，支配階級が意図している効果を推察することができる。もし ，

この推察が可能であれぱ，職場労使関係が提起する問題の杜会的性格も明らか

になるであろう 。つまり「生産性交渉」においてもたらされる団体交渉制度の

変化の内容は，賃金 ・労働条件を交渉し決定することを通して関係つげられる

労使関係の商品交換としての性格に，その経済的性格をこえて杜会的性格を与

えることになるであろう 。確かに，今目の状況において，職場に限定し経済的

　　　　　　　　　　　　　　　　（５９７）
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性格に限 って考察された労使関係においては，労働組合運動の展望は暗いかも

知れたい。しかしながら，労使関係制度の変貌が杜会国家の危機管理のために

利用される政治的意味を考えるとき，職場で不燃焼と見られた労働者階級のエ

ネルギーは，政治的爆発力を起爆剤として着火し急激な燃焼を起さないと誰が

断言しえようか 。

　なお，「生産性交渉」がもたらす団体交渉制度の変貌の現時点は，構造調整

とマイクロェレクト回ニクス機器の導入（ＭＥ化）にもとづく変貌の間題である 。

資本の側がＭＥ化の効果を最大限に追求するための「生産性交渉」は，１つに

は雇用，賃金，労働時問，女子労働にたいする保護の「弾力化」あるいは「柔

軟性」，いわゆるフレキシビリテ（１ｅｓ　ｉｅｘｉｂｉ１ｉｔ６ｓ）に関する　「交換的」（譲歩

的）交渉である。それは，２つには作業組織の合理性の追求にかかわって生じ。

る間題，すなわち「労働生活の質」としてとらえられる領域の問題である。こ

の「労働生活の質」が労使関係にもつその意味ないし役割は，産業民主化と

かかわる自主管理のための「参加」であり ，あるぼあいには労使 コミュニケー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
ショソの下部構造をたしているということである 。

　ところで，労使関係制度におげる労働組合の代表制にたいする一定の修正は ，

杜会契約を成立させる制度的基盤を弱めることになる。ともあれその意味では ，

杜会国家の政治機構に一定の影響を与えることが予想される。それはまた，ネ

オ・ コーポラティズムの論議にかかわる問題でもある。労働組合の代表制にた

いする一定の修正は，先進資本主義諸国にかたり共通するところがある。この

修正の結果が労働組合の影響力を弱めているのが，共通に見られる傾向である 。

そのばあいに，たとえぽ職場におげる労働組合の影響力を弱めるという意味に

ついては，さらに立ち入った分析を必要とする。汰苦なら，労働組合の職場に

おげる影響カの弱化は，生産性交渉において労働組合の権能が及ぶ領域が隈定

され狭められること以上の内容をもっ ているからである。すなわち，隈定され

狭められた領域のその外にある領域，たとえば「労働生活の質」に関する領域

にかかわる労使関係の制度化が，労働組合の機能を変質させる可能性をもっ て

いる。そして，この可能性は，資本主義の杜会国家の在りようについて，ネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９８）
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オ・ コーポラティズムの論議が提起する重要な問題にかかわる内容をなしてい

ると思われる。すなわち，生産性交渉を契機にして職場労使関係は，労働組合

機能の変質の可能性をとおして，資本主義における杜会国家の在りようにかか

わるようにたる。そうだとしたら職場労使関係において労使の当事者問に存在

するあるいは持ち込まれる領域，労働基準がそこで決定される領域は，労使の

権力関係の変更がある限りで政治的性格を与えられる。この政治的性格は，基

準そのものはもとより基準決定のための手順，罰則の中に端的に表示される 。

　以上が，本稿におげる課題であり ，この課題が有する問題領域である。それ

は一言で表現すれぱ，労使関係におげる主体形成の間題でもある 。職場労使関

係のもとで，労働者主体形成をとらえること ，つまり ，制度のもとで主体の問

題をとらえようということである 。そして，この領域を解明するに当 って，基

準・ 制度 ・政策決定というこれまでに使用してきた分析方法を援用するもので

ある 。

　　 １）ｒ生産性交渉」による産業別交渉の再編成間題については，Ｈ・Ａ・Ｃ１ｅｇ９・Ｔｈｅ

　　　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１Ｒｅ１ａｔ１ｏｎｓ１ｎ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｒ１ｔａ１ｎ，Ｂａｓ１１Ｂ１ａｃｋｗｅ１１・１９７２　牧野

　　　富夫 ・木暮雅夫訳『イギリスの労使関係制度』，時潮杜，１９７７年，を参照された

　　　い 。

　　 ２）　
ミッ テラソ政権下のｒ企業におげる労働者の自由に関する１９８２年８月４目法

　　　律」において，労働者の「意見表示権（１ｅ　ｄｒｏｉｔ主１’ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）」が規定された
。

　　　労働者に，自らの労働内容や組織編成について，さらに働労条件の改善のための

　　　活動などについて直接かつ集団（グループ）による意見表示の権利を認めること

　　　が，その内容である 。

　　 ３）労働基準法研究会の報告書の中でも ，労働契約条件の明確化がいわれている 。

　　 ４）ｒ労働の人問化」の歴史的背景については，村田和彦『労働人問化の経営学』

　　　千倉書房，１９８３年，７６～８３べ一ジ。また，ｒ労働の人問化」が産業民主化とかか

　　　わって提起された経緯については，奥村康司『労働の人問化一その世界的動向

　　　一』有斐閣，１９８１年を参照されたい 。

（５９９）
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２．

職場労使関係が提起される条件

　職場労使関係が提起されるようにな ったのは，１９８０年代に入 ってからである 。

しかし，それには前史がある。すなわち，１９６０年代から普及してきた労使協議

制が，それである。したが って，職場労使関係があらためて問題にされるよう

にた ったのには，それだげの新しい根拠がなげればならない。この新しい根拠

とな ったのは，合理化，省力化である。しかも ，１９７０年代に入 って，第１次石

油危機と引きつづく世界同時不況を契機として経済危機が進行し，減量経営が
　　　　　　　　　　　　１）
　般化したたかでのＭＥ化による合理化，省カ化であ ったことに留意する必要

がある。その結果として，職場の技術環境と技能体系が変わり ，それにとも在

って職場の人員構成や労働条件も変わった。これらの変化にもとづく生産性交

渉において，２つの次元の問題が，労使関係に関連して提起されることにな
っ

た。 すなわち，「第１は，新技術導入にともなう要員の再編，配転，再訓練等

をどう処理するかとい った，導入過程において生ずる労使関係上の間題であり
，

第２は，新技術が定着した段階で職場 レベルにとのような新しい労働条件と杜

会関係のモテルがたりたつかとい った，新技術下において成立する職場労使関
　　　　　　　　　　　　　　　２）
係のありかたに関する問題である 。」

　たしかに，職場の技衛環境と技能体系が変わり ，職場の人員構成や労働条件

も変わ ったことが，労使関係についての新しい問題を提起した。職場におげる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）生産性交渉の領域に属する問題が，職場における労使関係の「制度化」によっ

て処理されようとする動向は，円局不況とＭＥ化が進む現段階では，産業合理

化として新しい意味を与えられる。この「円局不況合理化」ともいうべき産業

合理化の特徴は，ｒ産業構造調整」と称して生産機構の再編成がいちだんと強

力に進められているところにある。つまり ，減量経営だげでは如何ともしがた

いスクラ ッブ ・アント ・ヒルトが進行するということである 。このｒ積極的調

整」過程において，職場労使関係が受げる影響は，「労働市場の柔軟性（１ａｂｏｕｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　（６００）
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　　　　　　　４）
ｍａｒｋｅｔ　ｉｅｘｉｂｉ１ｉｔｙ）」を確保しようとする資本の側の意図にもとづくものである

。

なかでも ，企業内労働力の柔軟性について，「人数調整の柔軟性（ｎｕｍｅｒ１ｃａ１

且ｅ・・ｂ・１・ｔｙ）」とｒ職務変更の容易さ（ｆｕｎｃｔ・ｏ・ａ１且ｅ・・ｂ・１・ｔｙ）」との二面があるが
，

いずれにしても雇用保障協定にたいする敵意が，あらわに示される。「人数調

整の柔軟性」とｒ職務変更の容易さ」との問にトレート ・オフの関係を維持す

るうえで，ＭＥ化が強固な基礎を与えている。そこで，ＭＥ化の進展のもとで ，

このトレート ・オフの関係を維持しようとするときに，職場労使関係が問題に

なるということである 。

　また，「労働市場の柔軟性」は，労働制度からはずれた労働者を合法化する

ために，制度そのものの改革か，あるいは制度の運用を柔軟化することを求め

る。 たとえは，労働時問の短縮を柔軟化と同時に実施することや，労使の交渉

によっ て法的基準の抜げ道をつくること ，しかも行政自体が抜げ道づくりを奨

励することもある。このような内容を合む産業合理化は，生産性交渉の内容に

も当然のこととして変化をもたらす。すなわち，賃金が非人問的作業条件を相

殺することを不可能にするような方法が，生産性向上のために行われるように

なっ たということである。生産性交渉におげるこの新しい領域，その中心とな

るのは作業組織の改善（職務変更，職務拡張，職務充実）である 。この新しい領域

は， 生産性の向上によっ て賃金 ・福祉は上昇 ・改善されたがら，職場内の生活
　　　　　　　　　５）
は逆に悪化Ｌたことから，あらためて職場内の生活の改善の間題として労使関

係の問題となるにいた った。しかも ，この新しい領域は，労使の交渉によらず

に解決されようとして，「労働生活の質」の改善，あるいはｒ労働の人問化」

の問題として提起されている点に注目する必要がある 。

　ところで，この「労働生活の質」にかかわる企業内部の規律ないし基準の決

定は，労働組合の代議制のみによっ ては包摂されえないものとして，個人ない

し作業グノレープを単位とする内部観律の基準，手続，罰則ないし紛争解決手段

を労使関係制度の補足として要請するものとな った。フランスのいわゆるオー

ノレー 法による労働者の「意見表示の権利」の承認は，まさに以上述べてきた内

容を意図したものといえよう 。生産性交渉に当り企業，事業所ないし職場 レヘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０１）
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ルの交渉が要誇され，それが産業別交渉の再編成のための起動力とたることに

ついては，すでにクレッ グが明らかにしている。労働組合にとっ て， 企業の外

と内との関係は重要汰間題である。労働組合が企業の外に組織されているはあ

いはもとより ，内部に組織されているぽあいにも，いまや職場 レベルの交渉が

重要にた ってきた。しかも代表制による交渉とは別のルールが求められるよう

にな った理由については，さらに検討を必要としている。つまり ，た畦職場闘

争ではなく ，「労働生活の質」にかかわる「意見表示の権利」として労使関係

が制度化されるのか，その理由が明らかにされねはたらない。この間題は，し

かし次章の内容とかかわって取りあげられるべきものである 。

　さて，これまでに述べてきたように，職場労使関係が提起される前段には ，

生産性向上が「労働生活の質」として問題にされるべき状況があ った。機械 ・

装置の実働率を高めるのには，労働者の作業組織の改善が中心的課題である 。

この点は，何も今目的特徴ではない。今目の作業組織の改善の眼目が，職人的

熟練労働者の実働率を高めるために補助工を置く作業組織，すなわち補助工体

制を導入した昭和初期の産業合理化におげる眼目と違うことは明らかである 。

しかし，今目の労務管理において，労働力の流動と定着が政策の基調とな って

いる状況下で，出勤率や勤労思欲が問題化しているという点では，戦時下の労

働体制で発生した間題と類似しているともいえよう 。作業組織が，労働手段の

側から離れた改善が求められているということは，労働手段の改良 ・改善に一

定の限界があらわれるようにな ったということである 。１９６０年代中頃以降，と

くに１９７０年代に入 ってからの経済的危機の深化のもとで，労働手段の量的拡

大・ 改善にかげりが見えはじめたということである。したが って，ＭＥ化によ

る作業組織の改善は，たとえそれが労働手段に揚定されるものとしても，経済

的危機のもとでのその改善から離れた雇用管理を中心にした改善であるという

基調に変化はない。しかも作業組織の改善は，賃金および労働条件が停滞する

なかでのｒ労働生活の質」の間題として追求される 。しかし，「労働の人間化」

が主張され始めた時期に比べて，職場外の豊かた生活に対比された職場内の貧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
しい生活を改善するという当初の杜会経済的環境は大きく変 った。すたわち職

　　　　　　　　　　　　　　　　（６０２）
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場外の生活改善が停滞しはじめたもとでの職場内の生活の改善ということであ

る。 杜会経済的環境の変化のもとでの職場内の生活つまりｒ労働生活の質」の

改善は，その内容をかなり大きく変化させずにはおかない 。

　ｒ労働生活の質」の改善が，作業組織の再編成を中心としている以上，この

再編成に当 って何らかの新しい思想が設定されねぼならないであろう 。作業組

織の再編成は，職務移動（叶テーショソ），職務拡大，職務充実による職務再

設計であり ，そこからくる職場の労働編制替えあ った。しかし，この職務再設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
計が，ｒ労働市場の柔軟性」を目的として行われることから労働基準の稀釈化

をともな った労働編制替えとた った。ところで「労働の人問化」を目的とする

ぼあいは，労働基準の稀釈化，作業遂行の条件（業務作業のとりきめ，作業時問 ，

職場環境の整備，残業，有給休暇の取得など）決定にたいする労働者の参加が，作

業組織ひいては労働編制の編成替えの軸である。しかし，これらの軸となりう

るのは，ＭＥ化（ＦＡ，ＯＡ）によるからである。それでは，ＭＥ化が労働基準

の稀釈化と作業遂行の条件決定にたいする労働者の参加を可能にした基盤は ，

とこにあ ったのであろうか。ＭＥ化があたえる作業組織へのイソバクトは，そ

の導入過程はもとよりとくにそれが定着した段階において，いかなる特徴ある

内容のものであ ったのか 。

　ＭＥ化による変化，あるいは今後予想される変化は，ｒ仕事の質の変化」 ，

「要員管理面の変化」，「勤務 ・時間管理の変化」，「安全 ・衛生管理面の変化」，

「従業員のモラーノレの変化」である。とくに「仕事の質の変化」，ｒ要員管理面

の変化」が大きいとされている（第１図）。 仕事の質の変化は，ｒ単調 ・単純化 ・

仕事によって高度化 ・専門化」，ｒ熟練を必要とする仕事の減少」が中心をなし

ている（第２図）。 要員管理面の変化は，ｒ導入部門で余裕人員の発生
１，

「人手

不足の解消」がおこり ，女子従業員，男子従業員の減少が進む（第３図）。 ｒ勤

務・ 時間管理面の変化」では，超過勤務時問の減少，時短，フレックス ・タイ

ム（時差出勤）なと勤務時間の変更，交替勤務の増加あるいは減少 ・消滅なと

がみられるという 。結局，ＭＥ化は，一面で職務内容が単調 ・単純化し，他面

で職務は局度化 ・専門化し「仕事の二極分化」が起きる 。それは「技能の二極

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０３）
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第１図　ＭＥ機器等の導入による職場の変化（本会アソケート調査より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＭＡ）
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　注　（１〕ｒ特に変化していない」企業以外は該当する項目２つまで選択

　　　１２）愛知県経営者協会『職場のＭＥ化と人事 ・労務の方策』，ユ９８３年より

　　　　　第２図　仕事の質の変化（本会アソケート調査より）
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注（１）該当する項目２つまで選択

　１２〕第ユ図に同じ

　　　第３図　要員管理面の変化（本会アソケート調査より）
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分化」である。経験的 ・肉体的熟練技能は省力化し，単純化 ・未熟練化する 。

徴密 ・特殊な専門的技能への必要性は高まり ，事務部門では定型業務より判断
　　　　　　　　　　　　　　　　８）
業務の比重および重要性が高まる。このような二極化は，職務編成にかかわる

だげでなく知識集約的労働への転換を促進するのである 。これを労働老のホワ

イトカラー化と見るか否かは別として，仕事への態度にたいして一定の影響カミ

あるということもできる。しかし，より重要なことは，申高齢者と女子労働者

への影響である。適職の減少が進行するだろうし，付随的 ・補助的業務へ廻わ

される傾向も強まる。しかもＭＥ化は，操業時問を終目化する傾向もあるため

に， 就労形態の多様化が要請される。また，増加する失業圧力を利用して賃金

を節約するために，半失業でしかない雇用形態も生みだされる。多様な就労 ・

雇用形態を可能にするために，労働基準の稀釈化が進められたのである 。

　この労働基準の稀釈化を利用して職務再編成，作業組織の合理化を進めるた

めに，職場において労使関係のｒ制度化」が必要とな ったのである 。

　　１）　ＭＥ機器の導入時期は，生産部門については１９７５～７９年に導入した事業所が

　　　４０．６％，１９８０年以降（８２年１０月まで）が２８．３％とな っている（労働省統計情報部

　　　編ｒ技術革新と労働の実態 ・ＭＥ編」労働法令協会，１９８４年，２１べ 一ジ）。 このこ

　　　とから，減量経営の始まりとＭＥ化の進展の時期が同時であ ったとみてよかろう 。

　　２）　目本生産性本部 ・労使協議制常任委員会編『職場労使関係の研究』（労使協議

　　　制常任委員会報告書，８２）目本生産性本部，１９８２年，１べ一ジ 。

　　３）労使関係のｒ制度化」とは，「労使間で処理や解決を要する問題が，交渉や協

　　　議を行い新しいルールや慣行を作らなくとも ，既存のノレールや慣行で処理できる

　　　ケースが増加」している状況を指している（目本生産性本部 ・労使協議制常任委

　　　員会編『「人事労務部門の役割と労使関係の将来」調査報告』（労使協議制常任委

　　　員会報告書，８６）目本生産性本部，１９８６年，３２ぺ一ジ）
。

　　４）１９８６年２月にＯ 　Ｅ 　Ｃ　Ｄ（経済協力開発機構）本都で，労働力杜会問題委員会の

　　　下の雇用作業部会が開かれ，「労働市場の柔軟性」をめく“る討議が行われた。そ

　　　の討議の状況については，労働省広報室編ｒ労働時報』（１９８６年６月号）に笹島

　　　芳雄氏の紹介（「『労働市場の柔軟性」に関するＯ　Ｅ　Ｃ　Ｄ会議」）がある
。

　　５）嶺学『労働の人間化と労使関係』目本労働協会，１９８３年，２～３べ 一ジ 。

　　６）ｒ労働の人間化」は，産業民主化の方策という側面からすれば，ビバァリッ ジ

　　　的完全雇用を可能にする経済成長率の一定の高さを前提していた。また，ｒ労働

　　　の人間化」は，生活水準 ・所得水準の向上，および杜会保障の充実にともな っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０５）
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　　て，賃金が労働領域と消費領域を媒介する力は，非人問的な作業条件を相殺する

　　ほどには強くはないということから，その意義が主張されたものであ った（前

　　掲，村田和彦ｒ労働人問化の経営学』，８１ぺ一ジ）。 ところが，今目では，失業は

　　増加し，賃金は停滞し，杜会保障も切りつめられ，産業民主化の前進よりも ，労

　　働者は既得権の防衛を余儀なくされている 。

　７）三好正巳編著『現代目本の労働政策』青木書店，１９８５年，２７～３１ぺ 一ソを参照

　　されたい 。

　８）愛知経営者協会 ・労務管理専門委員会ｒ職場のＭＥ化と人事 ・労務の方策』愛

　　知県経営者協会，１９８３年，１４～１５べ 一ジ 。

３． 労働生活の質的改善の意味

　ｒ労働生活の質」が世界的規模で問題にされ始めたのは，１９７０年代に入 って

からである 。ＯＥＣＤ（Ｏｒｇａｎ１ｚａｔ１ｏｎｆｏｒＥｃｏｎｏｍ１ｃ Ｃｏｏｐｅｒａｔ１ｏｎａｎｄＤｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ経

済協力開発機構）は，１９７０年代前半に専門家会議，政 ・労 ・使のセミナー会議等

で， 労働の人問化について検討し討議を続げた。１９７７年５月のＯＥＣＤ理事会

は， 合同作業委員会が作成した「労働生活に関する諸政策（Ｐｏ１・ｃ・ｅｓ　ｆｏｒ　Ｌ・ｆｅ　ａｔ

Ｗｏｒｋ）」を承認した。では，「労働生活の質」が問題にされねぱたらない理由

は何か。この間題を正面に据えて論ずる余裕も準備もないが，あえて言うたら

ば， 作業組織の改革による生産性向上を，産業民主制の再構成のもとで追求す

ることであ った。さらにいえぱ，今目の杜会経済危機のもとで，低成長下にお

げる階級的分配関係を，総合杜会政策（・ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｓｏｃ・ａ１ｐｏ１・ｃｙ）による「総合

化」の名のもとに再構成するためといえよう 。労働者集団に半自律性を与える

ことによ って生産性向上をはかろうとするもとで，個人を軸にして生活関連指

標を総合化し，生活の全領域を量的に把握しようとする「杜会指標」の視点か

らすれぽ，労使関係の分配関係領域を拡散することになるのが，「総合化」の

内容にほかならたい 。

　また，Ｅ　Ｃ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｍｍｎ１ｔ・ｅｓ）では，１９７４年にｒ杜会行動計画（Ｓｏｃ１ａｌ

Ａｃｔ１０ｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ）」を理事会で承認し，その具体化を進めることにな った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０６）
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この具体化のなかで，作業組織の改革が検討されたが，労働の人間化は「作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
組織の人問化」としてとらえられていた

。

　もちろん，「労働の人問化」の内容は，職務再編成を軸にした作業組織の改

善にとどまるものではなく ，職場の安全と健康，参加などを含むものである 。

資本主義杜会では，もともと仕事の手順や配分は経営権に一方的に属し，職場

の安全 ・衛生についても使用者責任とされてきた。「労働の人問化」において

は・ このような使用従属関係（指揮命令関係）の領域について，労働者の一定の

参加を認め，半自律性を労働者集団に与えるという意味の人問化が問題にされ

るようにな ったというわげである。つまり ，「労働生活の質」を問題にするこ

とによっ て， 労働関係の指揮命令関係の側面が，あらためて労使関係制度のた

かに再構成され棚まならなくな ったという 一ことである
。

　指揮命令関係について労使関係制度のなかに再構成されねばならなかった理

由はどこにあるのか。それは，労使関係の「制度化」をいちだんと強化し，産

業民主制を進展させねぱならないようにな った杜会経済的条件の変化，つまり

指揮命令関係を「安定」的に維持させていた条件が大きく変化したからである

といえよう ・この指揮命令関係は，経営権の確立をめぐる戦後日本資本主義の

階級対抗の一面として新労働組合法のもとに成立したものであ った。さらに ，

この指揮命令関係は，採用，昇進，懲罰，解雇などの経営人事権の確立には違

いなかったが，必らずしも労働組合の介入から完全に自由であ ったわげではた

い。 職制と労働組合との問に一定の関係を生じさせるようた労働組合からの人

事介入が見られるぽあいがあ った。このようた人事介入を可能にしたのは，会

杜の管理機構と生産現場との接点をなす仕事に従事し，ｒ長年の仕事上の経験

にうらづげられた現場と事務所の両方にまたがる知識」をもっ て人事への発言
　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
カを行使することができたからである。また，こうした発言力が行使されるた

めには，それを支持する基盤が現場になくてはならたいが，この基盤となるの

は・ 現場作業組織を背景にした人脈ないしインフォーマルな組織であ った。い

ずれにしても ，労働組合が現場において人事に発言力を行使しうるためには
，

作業組織を背景にした職能序列に依拠しているところが大きいといえよう 。も

　　　　　　　　　　　　　　　　（６０７）
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ちろん，労働組合による人事介入が組合歴 ・組合内序列を基準として重視する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
以上，作業面 ・人望面でときに問題のある人事も起ることはいためない ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
　経営内の末端の作業単位（ｒ職場におげる労働者集団」）がｒ一定の秩序」をも

っていることは，労働が集団的になされること，あるいは労務管理面からみて

も明らかであろう 。この職場の労働者グループは，一面で経営の生産活動のた

めの組織であることに変わりはないにしても ，他面で労働組合の組織の一部と

して団体交渉の末端の単位として無条件に認めてよいであろうか。そのばあい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
に， 職場の労働者グループは仕事別 ・方（直）別を最末端の単位１としてとらえ

られ，この単位におげる一定の秩序ないし職能序列が存在することを認められ

よう 。しかし，この単位が必ずしも交渉の単位と一致するものでもない。団体

交渉の単位としては，作業組織として自律性をもたない労働者集団は，あらた

めて労使関係制度の下に構造的に把握されなおすことになる 。

　ｒ職場の労働者集団」のこの構造は，マイクロニレクトロニクス（ＭＥ）機

器の導入を軸とする新しい技術革新と「合理化」のもとで，それはどのようた

変化を示しているのか。また，その変化によって労働関係制度に何らかの影響

があたえられてはいないか。これらの検討こそ，指揮命令関係をあらためて労

使関係制度のうちに間題たらしめる原因を明らかにすることを可能にするであ

ろう 。労働生産性をあげるために作業組織に半自律性を与えることは，労使関

係のい っそうの制度化を進める理由を，そのことによっ て明らかにするであろ

う。 半自律性を与えるための作業組織の改革が，労働の人聞化として，そこに

おいて宜伝されるのである。もちろん労働の人間化は，職務設計（ｊｏｂｄｅｓｉｇｎ）

や組織設計（ｏｒｇａｎ・ｚａｔ・ｏｎａ１ｄｅｓ・ｇｎ）なと作業組織（ｗｏｒｋ　ｏｒｇａｍｚａｔ・ｏｎ）に関係す

るばかりではない。それは，その組織のｒ活性化」のための自己馨発の側面を

も含んでいる。さらに，労働の人間化が，もっと広く「杜会政策（Ｓｏｃｉａｌ　Ｐｏ１ｉｃｙ）」

あるいは「公共政策」に関連して展開されることも忘れてはならない 。

　そこで，半自律的作業組織が労使関係のい っそうの制度化を進める現実を明

らかにするために，まずは，ＭＥ化にともなう作業組織の変化について検討し

よう
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０８）
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　ＭＥ機器が導入された工程におげる生産方法 ・作業内容は，加工，組立，検

査， 運搬，その他の工程において，犬部分あるいは一部分に導入されたかにか

かわらず，いずれの工程も７０％以上において何らかの変化が生じている。その

変化の内容は，各工程に共通して，ｒ仕事の流れや作業内容などは基本的に変

わらないが，個 々の作業の自動化が大幅に進んだ」が最も高く（４０～６０劣程度） ，

ついで個別作業の自動化よりいくらかレベノレの高い「仕事の流れや作業内容な

とは基本的に変らないが，いくつかの作業を一度に処理できるようにな った」

（２０％～４０％程度）をあわせて，８０％前後を占めている 。また，ｒ従来の仕事の

流れや作業内容が一変した」工程も ，１０～２０％ある 。さらに，導入工程におけ

る変化ぱかりか，導入工程以外の工程においても，生産方法 ・作業内容が変化
　　　　６）
している 。

　労働面への影響は，質の面では必要な技能の変化がみられ，導入にともな っ

て何らかの変化がみられた工程は６７．５刎こ達している 。技能の種類や程度が変

化した工程の内容は，「従来の技能のほかに新しい技能が必要にた った」工程

の割合が最も高く６３．１％，ｒ従来の技能が不要になり新しい技能が必要とな っ

た」工程の割合は１５．ユ％と低い。技能の水準については，各工程とも「より高

い水準の技能が必要とな った」工程（２０％台）の割合の方が，「より低い水準の

技能で十分とな った」工程の割合（１０％台）よりやや高くな っている。また ，

導入工程の労働者数については，配置人員が「減少した」工程が３８．５％なのに

たいし，「増加した」工程は４．５％と少なく ，ｒ無人化した」工程は１．３％とご

　　　　　　７）
くわずかである 。

　雇用面への影響は，導入事業所の２９５％が何らかの雇用調整措置をとってい

る。 ｒ同　事業所内で配置転換した」事業所の割合は２０％と最も高く ，「企業内

の他事業所への配置転換した」事業所３３％，「関係会杜へ出向させた」事業

所ユ．２劣，ｒ解雇や希望退職募集を行った」事業所Ｏ．４％と衣 っている。採用

面でも変化がみられ，導入工程ではユ３０％が「採用面がかなり変化した」とさ
　　　８）
れている。また，労働者構成についても，非導入工程では「かなり変化した」

工程はほとんどない（１．眺）のに，導入工程では１５．９劣とた っている 。導入工

　　　　　　　　　　　　　　　　（６０９）
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程におげる「かなり変化した」内容は，男子比率が「上昇した」工程４４．３％が

「低下した」工程３１．２％を上廻っており ，男子化の傾向がみられる。年齢構成

については，「若年化した」工程５０．３％が「高齢化した工程」２４．３％を上廻わ

り， 若年化傾向がみられる。労働者種類からみれば，「単純 ・未熟練工」と「技

術者」はｒ増加した」工程の割合がｒ減少した」工程の割合より高いが，「熟

練工」は逆に「減少した」工程の割合の方が高く ，高度の知識 ・技能を必要と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
する労働者とそれらを必要としない労働者の両極に分化する頓向がみられる 。

　以上みてきたように，１〉［Ｅ機器の導入が要員管理（配置転換，採用，その他）

に大きた変化をもたらしたことは明白である。また，要員管理上，企業がとっ

た措置のなかには，職種転換で多能工化が進められているものや職務再編成を

課題としているところもあり ，たかには職能 ・資格制度の再編を検討している
　　　　　１０）
ところもある。さらに時問管理についても，交替制の一方でのあらたな導入と

他方におげる廃止もみられる。自動化による２４時問稼働が交替制を導入させな

がら，夜問の自動運転が交替制の廃止を可能にしている 。

　ＭＥ機器の導入が，人事 ・労務管理に与えた大きな影響からみて，労働者グ

ループにおよぽした影響の大きさを類推することができよう 。職務編成と作業

組織，安全 ・健康，労働時間たどの職場の労働生活に関する諸条件において ，

職場の労働者グループヘの影響は大きいといえる。この職場の労働者グルーブ

を， 企業の目常業務のなかにより強く組み込むことが必要である。そのことに

よっ て， 作業組織に一定の自律性を与えざるをえたくなり ，この自律性を労使

関係として安定化するためにその制度化が必要とな った。さらに，ンステムと

してＭＥ機器が導入される凄あいに，中間職制が排除されることにみられるよ

うに，既存の労働編制の弛緩がおきる。この弛緩にたいし，一方では，システ

ムのなかの目常業務に労働者を統括し続げるために，　ｒ小集団活動」の「官制

　　　　　　　　　　１１）
化」が進められている。他方で職場の労働者クルーブは，「小集団活動」をと

おして，目常業務との関係を緊密にし，指揮命令関係の領域に属する事項につ

いて一定の発言を保証されることがもてはやされるようにな った。この一定の

発言が，労働生活にかかわるものとして，労働の人問化政策にとっ ての１つの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１０）
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重要な方策とされている 。

　　１）嶺学『労働の人問化と労使関係』目本労働協会，１９８３年，３３べ一ジ 。

　　　　なお国際的諸機関のｒ労働の人問化」のための活動，さらに諸実験の世界的動

　　　向については，奥林康司『労働の人問化一その世界的動向　　』有斐閣，１９８１

　　　年を参照されたい 。

　　２）労使関係調査会編『転換期における労使関係の実態』東大出版会，１９８１年，４２

　　　ぺ 一ジ 。

　　３）　同上書，５３べ 一ジ 。

　　４）大河内一男 ・氏原正治郎　藤田若雄編ｒ労働組合の構造と機能　　職場組織の

　　　実態分析　　』東大出版会，！９５９年，３へ一ソ 。

　　５）　同上書，５５べ一ジ 。

　　６）労働省統計情報部編『技術革新と労働の実態（ＭＥ編）』労働法令協会，１９８４

　　　年，２６～２７べ一ジ 。

　　７）　同上書，２７～２９ぺ 一ジ 。

　　８）　同上書，３１～３４ぺ一ジ 。

　　９）　同上書，３４～３５べ一ジ 。

　　１０）愛知県経営者協会労務管理専門委員会ｒ職場のＭＥ化と人事 ・労務の方策』

　　　１９８３年，５４～５５ぺ一ジ
。

　　１１）電機労連ｒ電機労連傘下の小集団活動 ・提案制度の実態と労働組合の対応一

　　　生産部門の小集団活動を中心として　　」（電機労連ｒ調査時報』Ｎｏ１８３・１９８３

　　　年１１月）３０ぺ一ジ 。

　　　　　　　　　表 ：１ＭＥ機器の導入された職場の小集団活動の内容
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注　ユ）二項目以上にわたると考えたものは重複して計上してある 。

　２）愛知県労働部『マイクロ　エレクトロニクス（ＭＥ）機器導入の労働に与える影響　　労働環

　　境研究調査結果報 口書　　』（唱和５９年度），４８ぺ一ジより 。
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　　　たお，ＭＥ化のもとで実施されている小集団活動およびその評価は以上のとお

　　りである（表 ：１）。

４． 「合理化」と職場労使関係

　「合理化」の手法としてＱＣ（品質管理）サークルやＺＤ（無欠点）運動などの

小集団活動がとりいれられてきたことは，いまさら細かに論ずる必要はあるま

い。 しかし，そのＱ　Ｃサ ークルを例にしても ，１９７０年代後半から新しい展開を

見せたことは留意したげれぱならない。すなわち，ＴＱＣの導入である。すな

わち，目標管理手法の限界である「目標連鎖」の困難性を克服するための取り
　　　　１）
くみである 。

　ところで小集団活動の単位組織は，直接部門では班，間接部門では係たどラ

イソ組織の末端の単位をもっ て編成されるのが　般的である。単位組織のリー

ダーは，係長，班長などの下級職制が担当するぽあいが多い。もちろん活動定

着が進み自主性が増せは，職制の役割は指導から協カヘと移行する。このよう

な小集団活動の組織が，職務の序列を基礎にした作業クノレープを基礎単位とす

るかぎり ，この組織はフォーマルな性格を持たされる。いま，もしもこの作業

クループの性格が，職務編成方針によっ て変化すれほ，それは職場の労使関係

に影響せずにはおくまい。職務編成は，能率性の追求のために技能 レベルの横

割り編成が進められるし，ＭＥ化による二極分解，システム 化による作業者中
　　　　　

２）

心の職務編成が進められる。作業クノレープの性格変化が，職務序列を弛緩させ ，

職場秩序を解体させるとしたら，その補強が課題として登場せざるをえない 。

過去のＦＡ（Ｆａｃｔｏｒｙ　Ａｕｔｏｍａｔ１ｏｎ）化は，仕事の単純化（ｓｍｐ１１ｉｃａｔ１ｏｎ），標準化

（ｓｔａｎｄａｒｄ１ｚａｔ・ｏｎ） ，専門化（ｓｐｅｃ・ａ１ｌｚａｔ・ｏｎ）を進め，作業の単純化，標準化，専

門化をはかり ，技術的，経済的に自動化しやすい条件を作って生産システムを

自動化してきた。そこでは製品，部品，資材たどの仕様を共通化，標準化し ，

作業の繰返し性（ｒｅｐｅｔ１ｔａｂ・１１ｔｙ）を高めることで自動化を推進する少種多量生産

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１２）
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化の自動化であ った。最近のＦＡ化は，多種少量生産の自動化で，これまで

汎用材を使って多種少量（あるいは個別生産）を行ってきた人手作業主体の生産

工程を自動化しようとするものである。繰り返しの少ない多種少量 ・個別生産

の不得手な機械の弱点を，コソピ ュータを含めたニレクトロニクス技術で補強

し， 弾力性のある生産システムの自動化を追求しようとしている。同時に，製

造工程の統合化，すなわち，従来の作業，工程単位の自動化から加工，運搬 ，

厚一 ディソグ，アソローデ ィソグ，検査，貯蔵，製造指示などの一連の製造オ
　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ペレーショソを統合した自動化である。このようたＦＡ化の新しい段階では ，

ハードウェ ア（ｈａｒｄ－ｗａｒｅ），ソフトウェ ア（ｓｏｆｔ－ｗａｒｅ）面はもとより ，オ ノレグ

ウェ ア（ｏｒｇ－ｗａｒｅ）面でも新たな課題に直面する 。ＦＡ化の進展は，余剰人員

を顕在化し雇用 ・失業問題をはじめ多くの問題をひき起すが，本稿の主題との

かかわりでは小集団活動におげる影響が問題にたる 。従来の生産システムでは ，

現場労働者は直接自分たちの工程，機械を操作し，その中で改善点を見出し ，

自らが主とた ってステ ップ ・バイ ・ステ ップに改善を進めてきた。そこにおい

ては，小集団活動を通じて作業者，スタ ッフ ，管理者の「協調」が追求された 。

しかし，ＦＡ化は，このような状況を積極的につくり出す方帥こは沿 っていな

い。 むしろ従来に比へて １■ステム 設計者とその実施者との分離を進める傾向が

あるといわれる。なぜたら，ＦＡ化システムでは，一度 システムが設置される

と， 設置時点での技術水準は固定され，人問介在のシステムのような改善や変
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
更は困難になるものと予想されるからである。もちろん，こうした状況は自動

化率の水準に左右される。自動化率（総工程に占める自動化比率なと）は，機械産

業のぱあい最も自動化の進んでいるとされる設計 ・製図，機械加工で２０％程度 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
１９９０年頃には４０％程度に上昇すると予想されている 。このような自動化水準か

らすれは，機械産業の生産 ノステム 全体としては，なお人問介在の柔構造 ノス

テムに依存する度合は，多種少量生産において存在する領域が多いといわねは

ならない。また，ＦＭＳ（Ｆ１ｅｘ１ｂ１ｅＭａｎｕｆａｃｔｕｒ・ｎｇＳｙｓｔｅｍ）を中心とするＦＡ化を

進める過程では，機械稼動率（正味加工時間比率，主軸回転時間比率，テープ運転時

問率）の上昇，ＮＣ（数値制御）工作機械の正味加工（切削）時間比率の引上げ

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１３）
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一と多台持と昼夜連続運転，加エセル化におげる無効時問の削減など，小集団活

動の対象領域となる部分は大きいと思われる 。

　また，ＦＡ化は，ＦＭＳショッ プの前後に沢山の仕掛りを持つことが，稼動

率を高めるために必要条件である。そのばあいに，ＦＭＳを小人数で運営しよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
うとすれぱ総段取時問を少なくするための手だてが必要とたる。ＦＭＳショッ

プ内でも加工中の仕掛りを十分にもつことが必要であ って，総段取時問の削減

が大きな課題となる。製品の多様化と納期の短縮では，製造リードタイムの管
　　　　　　　　　　７）
理が重要にな ってくる 。

　ＦＡ，あるいはＦＡ化は，マシソ ・マシソ ・システムであり ，ＭＥ技術によ

って柔軟性を与えられた，しかも相対的に閉ざれた系としてのシステムである 。

これに，作業グループが対応する。この作業グノレーブでは，Ｆ］〉［Ｓの柔軟性に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
対応して能率性 ・弾カ性を確保するために，職務と人との弾カ化が追求される 。

能率性 ・弾カ性をもっ た作業クノレープの職場労使関係への影響が間題となる 。

　マソ ・マシソ ・システムでは，一人一職務を基礎にして，職務の階統的序列

に従 って作業組織は編成される。その単位組織（たとえば班）の長は，ライソの

末端の職制であり ，同時に組合の職場委員を兼ねる。そのようなばあいには ，

この作業組織は職場労使関係のフォーマルた組織として位置づげられる。しか

し， ＦＡ化が進むなかで，作業組織のフォーマルな性格は，旧態のまま維持で

きるのであろうか。実態調査を必要とすることを理解しつつ，あえて推論すれ

ぽ， その維持は困難にた ってきていると思われる。すたわち，ＦＭＳショッ プ

では，プ ログラム 関連職務，メソテナソス関連職務，工程管理関連職務が重要

となり ，オペレーショソ関連職務はそれほど技能を必要としなくた ってきてい

る。 職務編成のこの変化が，年功的職場秩序と職務遂行能力との乖離をもたら

す。 しかしこの乖離は職務 ローテーショソと職務拡大，キャリア管理などの労

働管理で組織帥こ対応され，その乖離の固定化をこえて年功的な職場秩序の再
　　　　　　　　　　　　　　　　８）
編が目指されているのが普通である。ＦＭＳで，それが可能かどうか 。

　再編された年功的職場秩序では，ＦＭＳの作業組織としては二極分解的であ

り，
ローテーシ ョソとキャリア管理で作業グループとして組織されてのみ職場

　　　　　　　　　　　　　　　　（６１４）
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秩序は維持される。しかし，この作業グノレープは，Ｆｌ〉［Ｓシ
ョッ プと仕掛りの

関係を含んだ要員管理において，実際には人およぴ人数において弾力的である 。

この弾力性は，減量経営さらには「円高」不況にともたう「合理化」において

いっ そう強まっ て、 ・るようである 。そのような作業グループにおいて，例えぽ

小集団活動がなお有効に機能しうるか否か。たしかにＭＥ機器の導入期には ，

職務拡大，職務充実のための小集団活動が有効であ ったし，多能工化を進めて

組織の柔軟性をもたらしたことは認められよう 。しかし，ＦＭＳが軌道にのっ

た段階での小集団活動の効果は以前のままに効果を期待することはできまい 。

作業グノレーブの弾カ性はもとより ，多能工化したメソバーの技能序列は以前ほ

ど強固ではなくなる。そのために小集団活動の自主性を強めざるをえなくなる

が， それはまた，作業グノレープの自律性を高めることになる 。そこでは・一方

で， 以前のフォーマルた組織の劣化が起き，他方でイソフォーマル化される組

織の職場労使関係への制度的内包によるフォーマノレ化が要請されることになる ・

すなわち，多能工化したメソバーによる作業クループを職場秩序の基盤に据え

るには，この作業グノレープを職場労使関係のうちに制度化する必要が生じるの

である。しかし，この制度化が労働組合の職場活動として保証されるか否かは ・

職場労使関係の内容を決定づげるものとして重大な意味をもっ ている ・

　作業グノレーブを職場組織としてフォーマルなものとして再生 ・維持するに当

って，このグノレープを統括できるような技能と年功をもっ た労働者が存在しう

るか否か。また，そのような労働者として，グノレープの苦情や不満を代弁する

役割を果たしうるか否か。しかも ，そのような労働者に労働組合活動が認めら

れるか否かで，職場労使関係の制度化の内容は全く異なる。例えほ，フラソス

では，作業クループに自律性を保証し，その保証のために労働者個人の意志表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７レキシピリテ
示権を認めようとする。作業クノレープの自律性は，生産と経営の柔軟性のため

に期待されている。しかし，作業組織の自律性も ，経営方針に拘束されるぱあ

いには，半自律性しか認められない。その限りでは，この作業組織の半白律性

は， 職場の労働組合活動と対立しかねない。ＦＡ化の進展のもとで・システム

に対応する作業グノレープが，経営と生産のフレキシビリテのために，労働生活

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６ユ５）
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の条件決定に参加を認められるとき，しかも，グルーブ ・メソバー個人として

の意志表示に分割されることは，労使関係上の性格変化をもたらすことにたる
。

すなわち，集団的労働関係の領域が蚕食されることになる。作業グルーブ ・メ

ソハーの意志表示を権利として承認することは，職場の労使関係としては作業

グループによる労働生活の条件決定への参加を制度化することである。この制

度化が認められれば，その結果は，職場労使関係におげる労働組合活動の役割

を縮減させることになる 。

　かくして職場労使関係においては，個別的労働関係の比重が高まることにな

る。 このことは，労働基準の法的規制の意義を増大させるものである。しかし ，

現実は逆に法的観制が緩められようとしている。また，労働者個人の意志表示

が重大な意味をもってくるが，労働組合活動の権利が十分に保証されてこそ労

働者個人への補償が可能になるものである。すたわち，労働者の個人的奮闘の

思義を過小に評価すべきではないが，職場に労働組合たしにどれほとの効果を

あげうるか，ということである。このようにみてくると，ＦＡ化によっ て生起

している職場労使関係の今日的問題にたいし，労働者がとりくむべき課題は
，

職場 レベルに隈 ったところにおいて，明白である。そしてまた，この課題に誠

実にとりくむ以外に，職場におげる労働者の主体ないし，主体形成の条件はと

とのうことはあるまい 。

１）　目標管理手法の限界性は，トッ プの目標を下位に１頃次展開することの困難性を

　指す・原価低減・品質向上，納期短縮などは第線の労働者が推進することで可

　能たものである。職制段階で活動展開ができても ，第一線の労働者にまで浸透さ

　せることは困難がある（「見直される職場の小集団活動一４杜の事例」，『労政

　時報』労務行政研究所，第２５５１号，１９８１年５月２２日 ，９べ 一ジ）。

２）伊藤実ｒメカトロニクス化の進展と職場構造の変化」（ｒ目本労働協会雑誌』目

　本労働協会，Ｎｏ・２９４．１９８３年１０月号，１４～１６ぺ一ジ）。

３）ｒＦＡ化の進展と今後の課題　　生産技術の中期展望　　』機械振興協会経済

　研究所，１９８５年，７５～７６ぺ一ジ
。

４）　同上書，８１べ一ジ 。

５）　同上書，３７ぺ一ジ 。

６）ＭＥ機器の稼動率を上げるために問題とな っている職務として，段取りは重要

　　　　　　　　　　　　　　　（６１６）
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た位置を占めている（図 ：４，表 ：２）。

　　　第４図　１〉［Ｅ機器の稼働率を向上させる上での問題職務（Ｍ．Ａ ．）

　　　　　　　　　　　　　０１０２０３０ ・４０５０（９６）
１． 基本プロクラムの開発

２． プログラムの修正 ・改善

３． ティーチング
４．　トラブル ・シューティング

５． 周辺設備や治具の改善
６． 機器の修繕

７． 機械の操作
８． 段　取　り

９． 監　　　視

１０ ．晶質チ ェック

１１ ．特になし

８． ８

５． ４

３． ４

１０ ．５

１６ ．０

２６ ．３

２８ ．２

２４ ．８

３５ ．０

３８ ．６

３５ ．８

注）伊縢実「マイクロェレクトロニクス化と生産技術　職場組織の変化」（雇用職業総合研

　究所紀要ｒ履用職業研究』Ｎ０２４．１９８５）４ぺ 一ソより 。

　表 ：２導入機種別にみた職務遂行上の問題点の順位（Ｍ．Ａ ．）

（％）

ＮＣ ・Ｃ　Ｎ　Ｃ工作機

マシニソグセソター

Ｆ　Ｍ　Ｓ　 ・Ｄ　Ｎ　Ｃ

可変シーケソス ・ロ

ボット ，プレイバ ッ

ク・ ロポ ット

ＮＣロ ボット ，知能
ロボ ヅト

イソサートマシソ ，

自動検査器

段

段

１位

取　り

（３８ ．３）

取　り

（５２ ．６）

トラブ ノレ ・シ １

ユーティソグ
　　（３９ ．５）

周辺設備や治
具の改善
　　（４７．５）

トラフノレ ・シ

ューティソグ
　（５５ ．９）

トラブ ノレ ・ツ

ユーティソグ
　　（４６ ．２）

２位　　　　３位

周辺設備ヤ治
具の改善
　　（３６ ．４）

基本プ ログラ
ムの開発
　　（２９ ．５）

周辺設備や治基本フロクラ
具の改善
　　（４３ ．５）

周辺設備や治
具の改善
　　（３６ ．８）

トラブル ・シ

ューティソグ
　　（３８．４）

周辺設備や治
具の改善
　　（４１ ．９）

機器の修繕

　　（３２．９）

ムの開発
　　（３２．４）

プ回 グラムの
修正 ・改善
　　（３４．２）

プロ グラムの
修正 ・改善
　　（２９ ．９）

機器の修繕

　　（２９ ．Ｏ）

周辺設備や治１

具の改善
　　（３０．６）

４位

プロ グラムの
修正 ・改善
　　（２葛．５）

トラブ ノレ ・シ

ューティソグ
　　（２９ ．２）

基本プ ログラ
ムの開発
　　（３１ ．６）

５位

トラフノレ ・シ

ューティソグ
　　（２７．Ｏ）

機器の修繕

　　（２５ ．７）

段取　り

　　（２２ ．４）

機器の修繕　櫟取　り

　　（２３．２）　　（２３ ．２）

段　取　り

　　（２９ ．Ｏ）

段　取　り

　　（２９ ．５）

プロ グラムの
修正 ・改善
　　（２８ ．Ｏ）

プロ グラムの
修正 ・改善
　　（２８ ．９）

　　注）図 ：１に同じ 。

７）　ＦＭＳライソ を直接担当する作業者は，ライソに常時必要な要員と隣接職場の

　兼務者の間に ローテーシ ヨソしているぱあいがあり ，作業グループ ・メソバー は

　可動 ・柔軟である　（伊藤実ｒ技術革新の進展と多層的職務委譲組織」，法政大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１７）
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　　大原杜会問題研究所編『労働の人問化　　人間と仕事の調和をもとめて　　』総

　　合労働研究所，工９８６年，１５８ぺ一ジ参照）。

　８）前掲『労働の人間化　　人問と仕事の調和をもとめて　　』，１５９～１６０へ 一ソ ，

　　１６２べ一ジ 。

　　　なお，年功制については，企業問で考えに徴妙な違いがあるが，基本的には変

　　化しないと予想する企業が多い。それは職能資格制度の導入が，中高年層の年功

　　志向と対立するからで，その対策として年功にある程度配慮した処遇が必要で ，

　　急激た制度変更はモラー ル緯持のうえから好ましくないとみられている（『企業

　　活カの維持とこれからの人事 ・労務管理』人事 ・労務管理研究会中間報告，労働

　　法令協会，１９８５年，５８～５９ぺ一ジ）。

　５．結びにかえて

一労 ・使対決点の拡がり一

　ＦＡ化は，職場労使関係に大きく影響した。この影響は，マシソ ・マシソ ・

システムと労働者集団との関係において，作業クノレーブの柔軟性を促進するこ

とに根ざすものであ った。作業クノレープの柔軟性は，柔軟な職務構造を実現す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
るために職務たいし課業をべ一スにした職能資格制度を導入させることにな っ

た。 しかし，こうした過程は，多能工化のもとで職務遂行能力の重視を年功制

や終身雇用の慣行と矛盾させることにた った。年功制については，職務再編の

中で残存させようとする傾向が強いが，それは終身雇用とは相入れない。さら

に， 能率性を重視する作業組織の柔軟性の追求も，結局，過剰雇用を生みだす

ことになる。こうして，ＦＡ化は，経営と生産のフレキシビリテにもとづく

「過剰雇用」の創出や職能資格制度の追求に起因する年功制，終身雇用の危機を

もたらし，雇用が労使関係の一つの焦点となる。この焦点となるということの

意味は，これまでの慣行が崩壊し始めるということだげを含 、冒、するわげではな

い。 それは，こうした傾向のもとで，労働者側の主体的条件にとっ て， 危機的

環境が深まるということを含 一冒、している 。

　また，柔軟な職務構造の編成を人事管理の方式としてみると ，そこには職務

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１８）
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中心，職能中心のそれぞれのアプ ローチによっ て幾つかの類型が認められる 。

第一次石油 ンヨック以降の低成長経済下において，従業員の高齢化，高学歴化

とともに ロボット ・ＭＥ化などの技術革新の進展があ った。それを理由に，年

功制中心の人事制度が見直されてきた。こうして職能資格制度，専門職制度の

導入が進められてきた。とくに，従業員一人ひとりの能力を的確 ・公正に把握

し， その能力に合った職務を与え，職務遂行能カ（職能）の発展段階に見合う

職能資格等級を基準にした賃金 ・処遇，配置 ・異動 ・昇進 ・昇格，人事考課 ，

教育訓練 ・能力開発などの制度を有機的に統合し，円滑に機能することが期待

されている。この職能資格制度は，人事トータノレシステムの中核とされてい乱

さらに，このンステムは，低成長経済下の企業経営に合致した柔軟な効率的人

　　　　　　　　　　　　２）
事制度であるとされている。しかし，職能資格制度を中核とする人事トータノレ

■ステムの導入 ・普及が問題にされるようにな ったのは，柔軟な職務構造への

移行が，年功制を揺るがして職場秩序を弛緩させたことに対処するためと ・こ

れまで成行きのままに実施してきた人事的対処を系統的な管理としてシステム

化する必要が生じたからである。さらに職能資格制度のもとでは，それにマッ

チした職能給の導入 ・普及が進んでいる。しかし，トータノレシステムとしての

合理性も，職務遂行能力の評価が的確かつ公正でたければ，すでにその前提に

おいて否定されることと同じである。それはかりではない。ソヨフ ．ローテー

ショソ，職務拡大のなかで，職能の的確 ・公正な評価がなされねぽならないと

いう困難がある。さらに職務，ぽあいによっ ては課業をべ一スにした職務再編

成と労働者の配置 ・再配置との関連のなかで，その評価の困難さが増加する 。

職種 ・職務に付帯するものと労働者が所持していた技能 ・熟練とは，それなり

に客観的に評価されるべき基盤をもっ ていた。なぜなら，そのようなものとし

て技能 ・熟練が経営からの独立性を保ちえていたからである。したが って，職

種・ 職務の賃金（率）は，労使の契約条件として取りあつかわれることを可能

にしていた。そこに労働者の主体形成のより拠の一つがあ った。柔軟た職務構

造では，職務遂行能力の評価にもとづく賃金が設計され，賃金（率）の交渉は

職能評価という廻り道をたどらねぼたらず，労働者の技能 ・熟練は，人事 ・処

　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１９）
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遇制度に埋没する恐れがある。そして，柔軟な職務構造のための職能資格制度

は・ つまるところ能力主義的賃金管理にいたる経過的措置であ って，年功制の

再編に至るブ ロセスにほかならない 。

　以上見てきたように，従業員の高齢化，高学歴化，ＭＥ化を理由に進められ

る労働力の流動化による雇用不安と能カ主義の賃金制度とは，労働者の技能 ・

熟練が人事制度に埋没する恐れと根元を同じくするものである。したが って ，

人事 ・処遇制度をそのままにして，労働組合の職場におげる存在理由はないと

いわねぱなるまい。な普なら，その放置は，主体形成の放棄につながるからで

ある 。

　さらに・経営と生産のフレキシヒリテが，職務再編成を媒介にして作業グル

ープの弾力性 ・柔軟性を結果するとき，このフレキンビリテは，「労働市場の

柔軟性」を要請することになる。このｒ労働市場の柔軟性」は，賃金，労働時
問・ 雇用・女子労働者保護なと広範囲にわた って制度を弾力化することを意味

する ・しかも ，この制度の弾力化が，労使交渉の制限とくに職場労使関係の

「制度化」で実現されようとする局面では，集団的労働関係と個別的労働関係

が労働者権利の維持 ・拡張の視点で相互補完性を全うするように努力すること
　　　　　　３）
が必要となる。たとえば，労働時問制におげる短縮と弾カ化が同時に提起され

ることにたいし，労働基準の改善の実効性を否定するような弾力化には反対す

る時問短縮の態度が制度要求とともに職場の交渉においても必要である
。

　職場におげる労使の対決点は，今目の状況のもとではこのように職場はもと

より企業の外に拡がりをもたざるをえない。パートタイマー 派遣労働者を含

めた職場労使関係についても ，基本的には同じである。つまりそこでは，労働
　　　　　　

４）

、

関係の構造化が基準の稀釈化ないし暖味化を進展させることにたいし，基準の

公正を要求することが加わるだげである。また，これらの労働者の賃金では ，

産業別最低賃金の廃止につながる現行最低賃金制度のｒ改革」のもとで，地域

包括最低賃金が実質的にそれらの賃金を決定するようになるだろう 。そのこと

によっ て， 企業内に封じ込め，人事 ・処遇制度のなかに包摂したはずの賃金決

定が，皮肉にも最も下位の賃金労働者，雇用不安定な労働者において，企業外

　　　　　　　　　　　　　　　　（６２０）
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の地域 レベノレに広が っていくことになる 。その意味で ，最低賃金制は，今目の

状況のもとであらためて重要な労資対決点になろうとしている。そしてまた ，

資本によっ て職場で否定されたはずの労働者の主体形成の条件が，仮りにそう

であ っても ，企業の外で再生することになるのである。労資の対決点の企業内

外の拡がりは，資本家的管理によっ て階級的対立が克服しえないことを示して

いるのである 。

　　１）　前掲『労働の人問化　　人問と仕事の調和をもとめて　　』，１２２～１２３ぺ一ソ
。

　　２）　目本経営者団体連盟事務局『賃金交渉の手引き』昭和６０年版，８８～８９べ一ジ 。

　　３）拙稿「労働市場のｒ柔軟性』と労使関係の『制度化』」（ｒ労働法律旬報』１１５９

　　　　・ユ１６０合併号，労働法律旬報杜，ユ９８７年１月 ，所収）参照 。

　　４）労働基準の構造化は，労働関係概念の構造化，すなわち集団的と個別的の労働

　　　関係，雇用と指示命令の関係を構造化することによっ てのみ把握できる実態を生

　　　じている 。それゆえに，労働関係のこれらの構造性の復元が労働者にとっ ては重

　　　要な課題となる 。

　　　　なお，家内労働関係について，あるいは公務員のぱあいは，これとは別の意味

　　　の構造化である 。

（６２１）




